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札幌市議会第二部決算特別委員会記録（第８号） 

令和７年（2025年）10月27日（月曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 33名（欠は欠席者） 

    委 員 長  中  川  賢  一       副 委 員 長  あお い  ひろ み 

    委   員  三  上  洋  右       委   員  五十 嵐  徳  美 

    委   員  佐々 木  みつ こ       委   員  飯  島  弘  之 

    委   員  北  村  光一 郎       委   員  小  竹  とも こ 

    委   員  川  田  ただひさ       委   員  村  山  拓  司 

    委   員  三  神  英  彦       委   員  山  田  洋  聡 

    委   員  松  井  隆  文       委   員  福  士     勝 

    委   員  しの だ  江里 子       委   員  林      清  治 

    委   員  たけのうち  有  美       委   員  水  上  美  華 

    委   員  篠  原  すみ れ       委   員  定  森     光 

    委   員  國  安  政  典       委   員  好  井  七  海 

    委   員  小  口  智  久       委   員  わたなべ  泰  行 

    委   員  福  田  浩 太 郎       委   員  池  田  由  美 

    委   員  田  中  啓  介       委   員  吉  岡  弘  子 

    委   員  佐  藤     綾       委   員  坂  元  みちたか 

    委   員  脇  元  繁  之       委   員  米  倉  みな 子 

    委   員  波  田  大  専 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 会 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●中川賢一委員長  ただいまから、第二部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、和田委員からは松井委

員と、竹内委員からは福田委員と、荒井委員から

は坂元委員と交代する旨、それぞれ届出がありま

した。 

 それでは、議事に入ります。 

 最初に、第６款 土木費 第３項 河川費及び

議案第７号 令和６年度札幌市下水道事業会計決

算認定の件について、一括して質疑を行います。 

●池田由美委員  私からは、下水道管路調査に

おける安全対策について、質問いたします。 

 2025年１月の埼玉県八潮市での道路陥没事故を

受けて、全国特別重点調査が実施されています。

市民の安全確保のためにも重要な調査であり、迅

速、丁寧な調査が必要と考えているところです。 

 しかし、下水道管路の調査・点検作業において

は、常に酸素欠乏や硫化水素中毒といった危険が

伴います。今回の調査は、内径２メートル以上、

1994年以前に設置、30年以上経過した下水道管路

を対象とした調査ですが、８月には、埼玉県行田

市において下水道管路内の点検調査中に、硫化水

素中毒が原因と推定される死亡事故が発生してお

ります。また、秋田県でも下水道管の修繕工事中

に、同様の事故が発生しております。行田市の事

故の報道記事を見ますと、マンホール内に入った

作業員が落下し、異変に気づいたほかの作業員や

現場責任者が次々とマンホールに入り、４人が亡

くなっている。仲間を助けようとした行動が結果

として、死亡事故につながってしまった状況を考
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えると本当に胸が痛みます。 

 事故の原因として、硫化水素ガスの濃度の測定

や換気、安全帯など墜落制止用の器具を装着して

いなかったなど、本来、実施すべき安全対策が徹

底されていなかったことが指摘をされています。 

 また、秋田県の事故においても、マンホール内

で作業員が３名亡くなっており、酸欠やガス濃度

を測定する有資格者の配置や作業中の換気等の不

備といった安全管理対策への問題が指摘をされて

います。作業員の安全確保については、下水道事

業管理者である自治体の役割でありますが、国か

らも改めて安全確保に努めるよう指示があったと

お聞きしているところです。 

 ここで質問いたしますが、本市は今回の事故を

受けて、下水道管路の調査や維持管理を担う事業

者に対し、どのような指導を行ったのか、伺いま

す。 

●秋山管路担当部長  今回の事故を受け、下水

道管路の調査や維持管理を担う事業者に対し、ど

のような指導を実施したのかお答えいたします。 

 埼玉県行田市や秋田県の事故は、下水道管路内

作業に酸素欠乏症や硫化水素中毒といった危険が

常にあることを改めて示した痛ましい教訓とし

て、重く受け止めています。 

 今回の事故を受けて、速やかに特別重点調査を

はじめとする全ての管路調査業務や請負工事の受

注者に対し、改めて安全対策装備の確認や酸欠防

止、硫化水素への安全対策などについて、文書に

よる緊急指導を実施してございます。 

 あわせて、下水道河川局による現場の安全パト

ロールにおいて、酸欠防止、硫化水素への安全対

策の実施状況について、特に重点的に確認や指導

しているところでございます。 

●池田由美委員  埼玉県の八潮市の道路陥没事

故は、硫化水素によって腐食した下水道管に起因

するものと見られております。全国特別重点調査

の最終的な目的は市民の安全確保であり、八潮市

のような事故を防ぐには、硫化水素が発生する事

故箇所への対応が必要となってまいります。 

 ここで質問いたしますが、札幌市における全国

特別重点調査において、優先的に調査を実施する

3.2キロメートルについて、原則１年以内に速や

かな対応を必要とされる緊急度Ⅰ、または、応急

措置を実施した上で、５年以内に対策が必要とす

る緊急度Ⅱと判定された要対策箇所で、硫化水素

による腐食の原因とされるものがあったのかどう

か、伺いたいと思います。 

●秋山管路担当部長  優先実施箇所3.2キロ

メートルについて、緊急度Ⅰ、またはⅡと判定さ

れた要対策箇所で、硫化水素による腐食が原因と

されるものがあったのかどうか、お答えいたしま

す。 

 札幌市の優先実施箇所におきまして、硫化水素

による腐食は確認されませんでした。今回、緊急

度Ⅰ、またはⅡと判定されたものは、管内部で部

分的なひび割れや管のつなぎ目にある目地モルタ

ルの損失などによるものであり、早急に道路陥没

などの大きな事故につながるものではないことを

確認してございます。 

●池田由美委員  今回の札幌市の調査の中で

は、部分的なひび割れや管のつなぎ目の目地モル

タルの損失といった、大きな事故につながるもの

はないということで確認をされたということであ

りました。優先実施箇所3.2キロメートルでは、

硫化水素による腐食は確認されなかったわけです

けれども、八潮市では、３年前の調査で異常は見

られなかったと言われておりましたが、今回、

2025年の１月の事故につながっております。 

 原因究明委員会の中間報告によると、硫化水素

で破損したことが陥没の原因だったということで

ありますから、今後もやはり十分に注視していく

ことと、残りの調査においても、引き続き、安全

対策を徹底して取り組んでいただきたいと求めて

おきたいと思います。 

 今回の事故の教訓として、硫化水素の発生する

箇所の認知と、そして、事故の発生リスクを同時

に認識していくことが安全な点検や調査につなが

るのだということを改めて考えているところで
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す。調査には、目視や巡視での点検、様々ありま

すけれども、人が確認するものとカメラを使った

ものがあります。人が入れない狭い管内をライト

つきのロボットカメラが移動して、内部を撮影す

る自走式カメラ、水が多い場所や有毒ガスが懸念

される場所、場合については浮体式カメラ、ド

ローンを活用した調査やＡＩを活用した分析、解

析など、先進技術の開発が進められております。 

 しかし、広く実用化されるには、まだまだ時間

がかかると思われているところですが、先進的な

技術が実用化されるまで、下水道管路の調査など

の安全対策について、どのように進めていくお考

えなのか、伺います。 

●秋山管路担当部長  作業の安全を確保するた

めの先進的な技術が実用化されるまで、下水道管

の調査などの安全対策につきまして、どのように

進めていくのかお答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、作業の安全確保には、先

進的な技術が非常に有効だと認識してございま

す。そのような技術が実用化されるまでは、これ

まで確立している作業手順を遵守し、少しでも違

和感や危険を察知したら作業を中止するなど、事

故要因を排除していくよう努めてまいります。 

 あわせて、酸素欠乏や有毒ガスにも対応した装

備の準備や安全教育と危険予知活動の強化を通じ

て、ヒューマンエラーを防ぐための技術の伝承と

管理体制の強化を進めることが重要と考えてござ

います。 

 また、下水道管内特有の事例として、急な降雨

による下水の流量急増といった危険にも対応すべ

く、降雨に気づいた時点で、調査を中止すること

を事業者に徹底しています。 

 これらの対策を通じて、委託業者任せにせず、

発注者としても、安全対策の遵守を強く指導・監

督していくことで、安全確保を最優先に業務を遂

行していく所存でございます。 

●池田由美委員  少しでも違和感や危機を察知

したときには作業を中止するなど、そういった対

応を進めていきたい。または安全教育、そして、

安全確保を最優先に業務を遂行していくというこ

とが、今、答弁にありました。 

 猛暑の中や本当に寒さの中でも過酷な状況にお

いて、粘り強く作業に従事されている皆さんに、

心から敬意を表したいと思います。そして、調査

や点検は、速やかに進めることが望ましいことで

ありますが、作業に従事する皆さんの安全確保が

あってこそ、目的が達成されると考えているとこ

ろです。 

 今後も全ての作業において、安全対策を最優先

に取り組むべきと申し上げて、質問を終わりま

す。 

●三神英彦委員  先日の村松議員の代表質問に

続きというよりは、池田委員に続き、下水道管路

の維持管理における新技術の活用について、お伺

いします。 

 今、池田委員がおっしゃったように、今年１月

の埼玉の、本当にインパクト強かったと思うんで

すよ。それを受けて、国のほうが動きました。管

径２メートル以上、かつ平成６年度以前に設置さ

れた下水道管路を全国的に調査するという話です

ね。その中で、本市の場合というのは、当然その

中には初めて調査しますという、特に水再生プラ

ザ付近だったりという、要は流量が物すごく多い

というような部分をどういう形でカメラ調査をす

るのかというのが困難であるというのは、前の委

員会でも伺いました。そういった調査、維持管理

に効率かつ確実な新技術の導入が不可欠であると

いうことですね。 

 本市では、過去に実績のあるカメラを小型の船

に載せるスタイルの調査、それから、これからに

なるんですが、飛行式のドローンを使うというよ

うなものが実施予定とのことです。 

 最初の質問ですが、これらの新技術を活用した

調査の具体的な実施状況と調査完了までの期間的

な見込みについて、お伺いします。 

●秋山管路担当部長  新技術を活用した調査の

具体的な実施状況と調査完了までの期間の見込み

について、お答えいたします。 
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 これまで実施した特別重点調査において、作業

員による潜行目視やテレビカメラで調査が可能で

ある箇所を優先的に実施してきております。船体

式カメラや飛行式ドローンなどの新技術が必要な

調査の対象となるのは、水再生プラザに直結する

幹線など、下水流量が多く、通常の目視調査やテ

レビカメラ調査が困難な箇所であり、その延長は

約15キロメートルございます。 

 これらの管路については、年内には完了できる

見込みでございます。 

●三神英彦委員  ありがとうございます。 

 15キロメートルを年内というのは、かなりハー

ドな話だと思います。 

 先日の代表質問においては、本当にこの上下水

道のインフラを守るための新技術、どのように取

り組んでいくのかということをお伺いしたとこ

ろ、国においても、上下水道の管路メンテナンス

技術の高度化・実用化に向けて、取組を進めてい

ますという答弁をいただきました。この答弁の

あった取組の一つとして、今月８日に、国が設置

した下水道管路メンテナンス技術の高度化・実用

化推進会議の第１回の会議が開催されて、本市も

出席されたということですね。 

 この会議が設置された目的と第１回の会議で

は、どのような議論が行われたのかをお伺いしま

す。 

●秋山管路担当部長  下水道管路メンテナンス

技術の高度化・実用化推進会議の設置目的につい

て、お答えいたします。 

 本会議は、管路メンテナンス技術の高度化に資

する技術の現場実装・普及に向けて、各自治体や

業界団体等の関係機関が連携して、管路調査や改

築に関する技術的課題に基づく開発目標の設定を

行うとともに、開発された技術が確実に現場実装

されるビジネスモデルなどを検討することを目的

に、国土交通省が設置した会議です。 

 次に、会議の内容ですが、管路メンテナンスの

現場において、自治体・企業が真に必要で使いた

いと思える技術についてや、そのような技術を開

発していくために必要な取組や新技術の担い手を

広く生み出すためのビジネスモデルについて、議

論されました。 

 札幌市からは、ひび割れ幅測定や水中確認など

のニーズに対し、飛行式ドローンで、これを満た

す技術が実装されること、また、現時点では発展

途上の技術であっても、積極的に調査に活用し、

その技術が進化するまでの間は、調査機器の性能

に合わせた暫定的な測定基準を設けることが望ま

しいと意見してございます。 

 加えて、新技術を現場で導入し、普及させるた

めには、民間事業者が設備投資するのに将来にわ

たって十分な業務量を確保することが重要である

ことも併せて意見しております。 

●三神英彦委員  ありがとうございます。 

 高市政権が発足して、やっぱりこういう待った

なしの状況というのは、多分、当然所信表明でも

危機管理体制の強化と国土強靱化推進というのは

迅速にやるという話は既に言っています。 

 なので、これが本当にスピーディーに進んだ場

合というのは、国土交通省自体がこれから変わっ

ていく可能性があるのではないかと思います。そ

ういったところでうまくやっていただきたいんで

すが、単に技術を導入するだけではなくて、技術

の標準化、それからビジネスモデルの構築に、積

極的に貢献する立場になっていただきたい。さら

に言えば、こういうことでスタートアップを巻き

込んでいくというぐらいのことをやっていただき

たいということなんですよね。 

 最後の質問ですが、本会議での、先ほどの会議

での検討は始まったばかりですが、新技術の開発

や、維持管理業務への実用化・実装の推進に向け

て、本市として今後、会議にどのように臨んでい

くのか、お伺いします。 

●秋山管路担当部長  新技術の開発や維持管理

業務への実用化・実装の推進に向けて、札幌市は

会議にどのように臨んでいくのか、お答えいたし

ます。 

 これまで、下水道分野における新技術は民間主
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導で開発されており、必ずしも自治体のニーズを

捉えたものではありませんでした。自治体が求め

る現場の課題解決のため、技術的課題をより詳細

に把握し、業界団体と連携して、新技術の開発目

標を設定することが必要であり、札幌市として

も、自治体のニーズを会議の場において、的確に

伝えてまいります。 

 また、現場への実装や普及促進のためには、開

発された技術が現場の作業に組み込まれる必要が

あるため、会議では業界団体を含めて、新技術の

担い手を広く生み出すためのビジネスモデルを議

論してまいります。 

 これらの取組により、引き続き、持続可能な下

水道管路の維持管理に努めてまいります。 

●三神英彦委員  どうもありがとうございま

す。 

 多分なんですけれど、いろんな技術がどんどん

進んでいって、それはどんどん効率が上がってい

くという一方で、人件費は上がり続けるんだろう

なというふうに思ったら、じゃあ、何か起こっ

て、人が調べるということを極力避けるというほ

うが、将来にとってプラスなんじゃないかなとい

うふうに思います。そう考えると、船だとか、ド

ローンだとかで移動するカメラで撮るというより

は、本当にその管路自体に、いろんなセンサーを

埋め込んでいくような形に関してのスタートアッ

プというのが求められるんだと思うんですよ。 

 そういったところ、実は、国土交通省を待つん

じゃなくて、それこそ、本市の経済観光局だとか

というところとつながって、ちゃんと札幌から、

そういうベンチャーから、そういう技術が生まれ

るということに対して、旺盛になっていただけた

らというふうに思います。 

 積極財政でいくということは、多分、都道府県

だとか、市町村だとかというのは、協調と競争と

どっちも激しくなっていくはずなんですよ。そう

なったら、一足早くそういうのができる技術にた

どり着くというほうが、本市にとってプラスだと

思いますので、そういったところを貪欲にやって

いただけたらと思います。ありがとうございま

す。 

●篠原すみれ委員  私からは大きく２項目、先

ほど来、話題に取り上げられております下水道管

路に関して、今後の下水道管路の維持管理につい

てと、米里排水機場更新工事について、質問いた

します。 

 まず、大きな１項目、今後の下水道管路の維持

管理についてです。 

 本定例市議会の代表質問において、持続可能な

下水道を実現するために、今後の下水道の維持管

理について、札幌市の考えを伺いました。ここで

は改めて、今後の具体的な取組について、お聞き

します。 

 今年１月に、埼玉県八潮市で発生した道路陥没

事故は、老朽化した下水道管への対策の必要性

を、改めて国民に強く認識させ、国として早急な

対応が求められる事態となりました。現在、全国

的に特別重点調査が実施されており、本市におい

ても、これまでの通常業務に加えて、約185キロ

メートルもの延長の下水道管路について、１年足

らずの期間で調査を完了させるため、市内の業界

団体と緊密に協力し、精力的に調査を進めている

状況です。この特別重点調査では、特に八潮市の

事故現場と同様のリスクを抱える箇所や腐食が進

行しているおそれのある管路など、道路陥没が発

生した場合に大きな被害につながる可能性が高い

地点を優先実施箇所として指定されていると承知

しております。これらの優先実施箇所は、本市で

は3.2キロメートルあると聞いておりますが、夏

までに調査を完了し、既に国へ報告済みとのこと

です。 

 また、今回の調査では、従来の評価基準よりも

ランクアップさせ、緊急度を高めに判定している

とお聞きしております。 

 そこで質問ですが、現在までの調査の実施延長

と進捗率について伺います。また、緊急度が高い

と判定された要対策箇所は、現時点でどれくらい

の延長を確認しているか、併せて伺います。 
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●秋山管路担当部長  現在までの調査の実施延

長と進捗率、また、緊急度が高いと判定された要

対策箇所の延長についてお答えいたします。 

 調査対象約185キロメートルに対し、約122キロ

メートルの目視調査等の調査が完了しており、そ

の進捗率は約66％となってございます。そのう

ち、優先実施箇所につきましては、作業員による

打音調査や緊急度の判定が全て完了しており、要

対策延長は、緊急度Ⅰが0.1キロメートル、緊急

度Ⅱが0.6キロメートルとなってございます。あ

わせて、路面下の空洞調査も実施し、空洞がない

ことを確認してございます。 

 一部の管路において、ひび割れなどが見つかっ

ていますが、これらは現時点で、陥没などの重大

な事故に直結するものではなく、今後、順次補修

等を実施してまいります。 

●篠原すみれ委員  一部の管路において不具合

が確認されたとのことですが、直ちに道路陥没を

引き起こすような重大なリスクには至っていない

と確認いたしました。しかし、下水道管路は、市

民生活と都市機能の維持に不可欠な重要インフラ

です。突発的な事故を未然に防ぐためにも、引き

続き、重大な不具合や潜在的なリスクを見落とす

ことのないよう、調査をしっかりと進めていただ

くことを求めます。 

 国からの通知では、下水道管の不具合の程度に

応じて、その対応が定められております。具体的

には、緊急度Ⅰと判定されたものについては、速

やかに、かつ優先的に恒久的な対策を実施するよ

うに、緊急度Ⅱと判定されたものについては、応

急処置を施した上で、おおむね５年以内を目途と

して、必要な対策を実施する必要があるとされて

おります。 

 この基準に基づき、計画的かつ効率的な維持管

理を進めることが、市民の安全・安心を確保する

上で、極めて重要であると認識しております。 

 そこで質問です。今後、補修などの対応を順次

実施するとのことですが、どのように実施してい

くのか、伺います。 

●秋山管路担当部長  今後、補修等についてど

のように実施していくのか、お答えいたします。 

 補修等につきましては、不具合の緊急度や管路

の状況、経済性を総合的に判断し、適切な方法を

選択いたします。 

 優先実施箇所で発見された緊急度Ⅰの0.1キロ

メートルにつきましては、管路を内側から強化・

修復する管更生工法により、年度内に対策が完了

できるよう進めてまいります。優先実施箇所以外

につきましては、現在、緊急度の判定を進めてい

るところですが、緊急度Ⅰと判定された箇所は、

年度内にひび割れ補修などの応急処置を速やかに

講じてまいります。その上で、不具合に応じた恒

久的な対策方法を検討した後に、速やかに改築な

どの対策を実施いたします。緊急度Ⅱと判定され

た箇所につきましては、既存の調査で緊急度Ⅱと

判定されている箇所と合わせて、優先順位をつけ

て５年以内に対策を順次実施してまいります。 

●篠原すみれ委員  補修などの対応については

必要な対策を順次進めていくとのことですので、

確実な実施に努めていただきたいと思います。 

 このたびの全国特別重点調査は、私たちが直面

する下水道管路の老朽化という極めて重要な課題

に対し、これまでにない規模で実施されたもので

す。この調査を通じて、下水道管の老朽化問題の

全体像を正確に把握し、どこに真の課題が存在す

るのか、そして、どのような対策が最も効果的で

あるのかを明確にすることが期待されておりま

す。 

 現在、国土交通省が設置した有識者会議では、

この特別重点調査の結果と専門的な知見に基づ

き、今後の維持管理における点検・調査の重点化

が進められております。 

 ここで決定された新たな基準により、実際に下

水道管路の維持管理を担う責任を負うのは、現場

を預かる地方自治体、下水道管理者です。この全

国特別重点調査の結果を、今後の下水道管路の維

持管理に、どのように生かしていくかが重要で

す。特にコストの増加や技術者・人材の確保と
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いった課題を乗り越え、点検・調査の重点化を実

効性のあるものとするためには、調査で得られた

知見やデータと、それに基づいた具体的な技術的

対応が不可欠となります。 

 そこで質問ですが、下水道管路調査における技

術的な課題と、今後の維持管理の展望について、

伺います。 

●秋山管路担当部長  下水道管路調査における

技術的な課題と今後の維持管理の展望についてお

答えいたします。 

 まず、技術的な課題としては、下水の水量が多

いなど、調査や改築が困難な箇所に適応できる技

術の開発が喫緊であると認識してございます。下

水道の管路調査には危険が伴うことから、より安

全を確保できる点検手法の開発が求められるとと

もに、点検・調査を実施する民間企業への人材の

確保と、育成のための支援が不可欠であると考え

てございます。 

 今後は、国土交通省が示す新たな方向性や知見

を踏まえまして、札幌市においても、効果的・効

率的な点検・調査手法の仕組みを検討、導入して

まいります。 

 これにより、限られた財源や人的資源をより有

効に活用し、維持管理全体の最適化を図ること

で、市民の皆様の生活を支える下水道機能の保全

に努めてまいります。 

●篠原すみれ委員  全国特別重点調査の成果に

加えて、本市が本年７月に告示したＡＩによる管

路劣化予測技術の導入検討業務に着手したこと

は、老朽化対策を予防保全型へ転換する上で、ま

さに時宜を得た取組であり、全国的に見ても先駆

的な取組として、一定の評価をしております。 

 本市の公表資料によれば、管理する下水道管路

は約8,300キロメートルに及び、簡易な調査は年

間1,700キロメートルほど実施しているものの、

カメラなどによる詳細な調査は、およそ210キロ

メートルにとどまります。限られた人員と財源

を、よりリスクの高い箇所に集中させることが、

暮らしの安全を守る第一歩です。 

 そのため、導入から試行、評価、実装までの道

筋を明確にし、劣化予測の精度や業務効率化など

の成果指標を定め、透明性の高い検証体制を整え

ていただくことが重要と考えます。 

 ＡＩモデルの構築に当たっては、施工の年代や

監視に加え、気象、交通、人口などの地域特性を

反映させ、積雪寒冷地札幌の現実に即した地域適

合型モデルとして構築されることが期待されま

す。 

 また、ＡＩが導き出した結果の理由を、人が理

解できるよう、判断の過程を見える形にし、現場

が納得して活用できる仕組みづくりに努めていた

だきたいと思います。さらに、予測結果を地図情

報システムＧＩＳ上で可視化し、補修や改築の計

画立案に資する、使える成果として提示していた

だきたいです。モデルの精度や効果を数値で検証

し、結果を公表して改善につなげることで、市民

に開かれた行政としての信頼が一層深まるものと

考えます。 

 一方で、ＡＩやドローンなどの新しい技術を現

場で生かすには、やはり人の力が欠かせません。

職員や受託者が共通理解を持てるよう、研修や手

順書の整備、人材育成を計画的に進めていただく

ことが求められます。あわせて、データや知的財

産の取扱いについては、継続利用や再学習を見据

え、標準化と相互運用性を確保し、将来にわたっ

て活用できる仕組みを整えることが望まれます。

全国的にも、ドローン調査やＡＩ解析を組み合わ

せた予防保全が進んでおりますが、本市において

も、より強固で持続可能な維持管理体制の確立を

求めます。 

 見えないところで、市民の暮らしを支える下水

道を未来の世代へ確実に引き継ぐという責任を胸

に、技術と人の力を両輪として、安心と信頼の

下、下水道行政を力強く推進していただくことを

要望し、この質問を終わります。 

 次に、大きな２項目、河川施設保全更新費のう

ち、米里排水機場更新工事についてお尋ねいたし

ます。 
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 毎年秋頃になると、台風や前線の影響などによ

り、大雨警報や洪水警報が増えておりますが、近

頃、全国各地で線状降水帯などによる大きな浸水

被害のニュースを耳にすることが多くなっている

と感じております。気象庁のホームページによる

と線状降水帯は、次々と発生する発達した雨雲、

積乱雲が列をなし、数時間にわたってほぼ同じ場

所を通過、または停滞することでつくり出される

線状に伸びる強い降水域のことを言います。かつ

て、道内で線状降水帯が発生したことはありませ

んでした。ところが、先月９月21日には、北海道

で初めて、釧路地方と十勝地方に線状降水帯が確

認され、釧路市音別では、１時間に約80ミリの大

雨が観測されました。この影響で土砂が道をふさ

いだり、橋の一部が壊れるなどの被害が生じてお

ります。 

 また、線状降水帯によるものではありません

が、白老町では、今月10月１日、観測史上最大と

なる１時間124ミリ、３時間274ミリという記録的

な大雨に見舞われました。記録的短時間大雨情報

も発表され、これは数年に一度あるかないかとい

うほどの極めて激しい雨を観測した際に発表され

るもので、一部地域では避難指示が出される事態

となりました。線状降水帯をはじめ、同じ場所で

短時間に激しい雨が降り続くと、たとえ河川の堤

防が決壊しなくとも、雨水が河川へ流れ込む過程

で、堤防より低い地域が浸水することがあり、甚

大な被害をもたらす要因となります。 

 本市では近年、大雨による大きな被害は発生し

ておりません。しかし、札幌市に初めて線状降水

帯が発生しましたという日は、いつ訪れてもおか

しくない状況にあります。いざというときに、被

害を最小限にとどめるためにも、浸水被害への備

えを一層強化していくことが重要です。 

 米里排水機場は、白石区米里地区の雨水が集ま

る米里幹線排水という河川が、１級河川月寒川に

合流する箇所に設置されております。この排水機

場は、大雨により月寒川の水位が高くなった際、

月寒川の水が米里幹線排水に逆流することを防ぐ

ためにゲートを閉じ、同時に米里幹線排水に集ま

る水を強制的にポンプで月寒川に排水する施設で

あります。 

 このように、米里排水機場は浸水被害を未然に

防ぐ上で、非常に重要な役割を担っております。

ふだんは、その存在が目立たない施設であります

が、大雨時には、市民の生命と財産を守る最前線

で稼働する不可欠な施設です。したがって、いざ

というときに故障などで稼働できない事態は、決

してあってはなりません。 

 そこで質問ですが、米里排水機場を常に稼働で

きる状態を保つために、どのような対応を行って

いるのか、伺います。また、米里排水機場の更新

工事に至った経緯とその工事の内容について、併

せて伺います。 

●村瀬河川担当部長  米里排水機場を常に稼働

できる状態を保つための対応、並びに更新工事に

至った経緯とその工事内容について、お答えいた

します。 

 まず、稼働できる状態を保つための対応につい

ては、年に一度、専門業者によるゲートとポンプ

設備の詳細な点検や必要な整備を行っておりま

す。 

 加えて、４月から11月までの期間においては、

月に一度、実際に設備を稼働させて、正常に運転

しているか点検しており、不具合などが確認され

れば、早急に対処することとしております。 

 次に、更新工事に至った経緯とその工事内容に

ついてです。米里排水機場は、1983年に完成して

おり、整備後約40年が経過し、老朽化が進んでい

る中で、2019年度に財政的に有利な緊急自然災害

防止対策事業債、こちらのほうが創設されまし

て、ポンプ設備や自家発電設備などの更新と、建

物の耐震補強を行うことといたしました。更新工

事は2022年に着手いたしまして、今年の５月に完

了しております。 

 なお、更新に当たっては、設置当時と比較しま

して、周辺の市街化が一層進んだことから、そう

いったことも踏まえまして、ポンプ設備の排水能
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力を毎秒４トンから５トンに増強しております。 

●篠原すみれ委員  米里排水機場を常に動かせ

る状態に保つために、実際に稼働させて点検して

おり、また、今回の更新工事では、ポンプの排水

能力を増強し、建物の耐震補強を行ったとの答弁

でした。 

 排水機場といった河川施設は、大雨から市民の

生命や財産を守るための重要な施設であります。

その機能が常に発揮できるよう、今後も点検や更

新などをしっかり行っていただきたいと思いま

す。 

 先ほど触れた白老町の大雨のように、観測史上

最大の降雨や記録的な大雨など、計画規模を超え

るような豪雨が各地で相次いでおり、そのような

報道を見聞きする機会が増えております。こうし

た大雨による被害を予測することができないこと

はもちろんのこと、完全に防ぐことも困難です。

しかし、被害を最小限に抑えるための取組を着実

に進めていくことが求められます。 

 そこで質問ですが、札幌市では、計画規模を超

える大雨による被害の軽減に向けて、どのような

取組を行っているのか、伺います。 

●村瀬河川担当部長  計画規模を超える大雨に

よる被害の軽減に向けた取組について、お答えい

たします。 

 札幌市においても、近年、局地的な大雨が増え

ていることから、計画規模を超える大雨による被

害軽減を目指しまして、2018年に札幌市雨に強い

まちづくりビジョンを作成し、このビジョンに基

づき、各種取組を進めているところでございま

す。具体的な取組につきましては、浸水被害軽減

に向けた対策といたしまして、例えば、周辺の土

地よりも低く、強い雨が降ると浸水被害が発生し

やすい窪地などにおいて、雨水管を直接河川に接

続するなど、下水道と連携した整備などを行って

おります。 

 また、逃げ遅れによる被害軽減に向けた対策と

しましては、浸水の危険度や避難方法などを確認

できる浸水ハザードマップを市民に事前に提供す

ることや、大雨時に適切なタイミングで避難でき

るよう、河川の水位情報を随時ホームページで公

表することなどを行っております。 

 引き続き、市内を流れる河川を管理している国

や北海道とも連携を図りながら、これらの取組を

推進していきたいと考えております。 

●篠原すみれ委員  2018年に札幌市雨に強いま

ちづくりビジョンを策定し、計画規模を超える大

雨が発生することを想定して、浸水被害の軽減に

向けたハード対策と逃げ遅れによる被害の軽減に

向けたソフト対策の両面から、様々な取組を行っ

ているとのことでした。 

 最後に、２点要望です。１点目は、雨に強いま

ちづくりに向けた庁内連携の強化です。 

 浸水の危険性が高まり、避難が必要となった場

合には、特に高齢の方や子ども、障がいのある方

など、いわゆる要配慮者への支援と配慮が重要と

なります。自力での避難が難しかったり、必要な

情報を十分に得られない方も少なくないことか

ら、福祉的な視点に立った避難体制の確保を求め

ます。また、計画規模を超える大雨が発生して

も、被害を最小限にとどめられるよう、ただいま

の答弁にもありましたけれども、さらに本市の各

部局が連携し、予防的かつ実効性のある取組を進

めていただくことを強く求めます。 

 ２点目は、治水事業や水害対策に関する普及啓

発についてです。 

 市内には、18か所の排水機場があり、本市は米

里排水機場を直接管理しているほかに、国や北海

道の排水機場のうち、14か所についても委託を受

けて管理しております。こうした施設の存在は、

市民の皆さんにあまり知られておりません。防災

意識を高めるためにも、排水機場の役割や重要性

を広く周知していくことが重要と考えます。 

 排水機場そのものは、決して大きな施設ではな

いため、児童生徒が現地に赴いて見学することは

難しい規模と私も思いますけれども、既に何校か

で実施されている出前授業をより多くの学校で活

用されることを期待いたします。 
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 本市の下水道河川局のホームページでは、普及

啓発活動が行われていることが確認できます。治

水事業、水害対策など、まだまだ知られていない

川の姿や本市の取組について、より一層積極的に

情報発信していただくことを求めて、私からの質

問を終わります。 

●小口智久委員  私から、下水汚泥等の肥料利

用について、質問させていただきます。 

 多くの肥料原料を海外輸入に依存している我が

国にとって、肥料価格の高騰は、食料等調達に直

接影響を及ぼすものであり、国民生活を揺るがす

大きな問題です。世界的な政情不安を理由とし

て、令和４年から５年頃に急騰した肥料価格は、

一旦の落ち着きを見せつつも、依然として高止ま

りの状況が続いております。 

 そのため、我が会派は、食料安全保障を目的と

した肥料の国産化に向けて、かねてより下水汚泥

の肥料利用の拡大に注目し、札幌市の取組につい

て、議会で度々質問してまいりました。 

 札幌市の下水汚泥には、地形や地質の特性上、

ヒ素が多く含まれていると聞いており、豊平川を

境に、西側と東側、それぞれの汚泥を処理してい

る西部・東部スラッジセンターの汚泥について、

これまで季節変動を考慮した継続的な分析を行っ

ております。結果、これまでの汚泥の重金属分析

では、肥料取締法の規制値以下という良好な結果

でございました。 

 そこで、令和６年の決算特別委員会において我

が会派から、下水汚泥だけではなく、焼却灰にも

着目するなど、手法の選択肢をさらに広げるべき

との提案に対し、市からは、今後の肥料利用の可

能性を見据え、これまでセメント原料などに利用

してきた焼却灰についても、ヒ素などの有害成分

の分析を進めていくとの答弁がございました。 

 そこで質問ですが、新たに開始した焼却灰の重

金属分析について、これまでの分析結果を伺いま

す。 

●西村事業推進部長  焼却灰の重金属分析結果

についてお答えします。 

 焼却灰に含まれる重金属については、肥料品質

確保法で規定されているヒ素や水銀など全６項目

を対象として、昨年10月より季節ごとに分析を

行っております。これまで４回分析を行ったとこ

ろ、西部スラッジセンターのヒ素濃度は年間を通

して高く、規制値を３回超えております。 

 一方、東部スラッジセンターでも、規制値を２

回越えておりますが、いずれも西部スラッジセン

ターの設備改修のため、一時的に西部の汚泥を受

け入れた時期でございました。 

 こうしたことから、焼却灰がどのような条件下

であれば肥料として活用可能か、今後も引き続き

分析を行う予定でございます。 

●小口智久委員  新たに分析を始めた焼却灰に

ついては、特に西部スラッジセンターにおいて、

ヒ素濃度が高い傾向にあったということでござい

ます。 

 これまでの汚泥の重金属分析では、肥料取締法

の規制値以下でありましたが、汚泥を焼却するこ

とで各成分が濃縮・脱水されるわけで、特に西部

では基準を上回ったものと考えております。肥料

利用は言うまでもなく、安全性の確保が第一です

ので、今後も分析を続け、焼却する汚泥の由来、

西部・東部、どの原料なのかということに注視す

ること、また、焼却運転状況による影響も見定め

ながら、肥料として活用可能な条件の絞り込みを

行い、今後の検討に生かしていただきたいと思い

ます。 

 また、肥料利用に当たっては、安全性の確認の

ほか、三大栄養素であるリン、窒素、カリウムな

ど、栄養成分が十分に含まれているかどうかとい

う有効性の確認も重要と思われます。特に、リン

は枯渇性資源であり、大変高価であるものの、下

水汚泥に豊富に含まれていることが多く、効能と

しては、植物の根の張りつきや実の成熟を促す重

要な成分です。そのため、リンの含有濃度が１％

以上である場合、下水汚泥や焼却灰を肥料の規格

である菌体リン酸肥料へ登録することが可能とな

り、利用拡大の可能性が広がります。 
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 そこで質問ですが、市では、下水汚泥や焼却灰

に含まれる栄養成分の分析について、昨年の冬に

開始したと聞いておりますが、これまでの分析結

果を伺います。 

●西村事業推進部長  栄養成分の分析結果につ

いて、お答えします。 

 下水汚泥、焼却灰共に、昨年12月から、リンや

窒素、カリウムなどの濃度について、季節ごとに

分析を行っております。特に、委員ご指摘の菌体

リン酸肥料の登録条件であるリン濃度に着目する

と、下水汚泥は基準値の１％を下回る0.6から

0.9％であったのに対し、焼却灰は基準値を大き

く上回る５から22％という値を示しており、肥料

として高いポテンシャルがあるものと考えており

ます。 

 これらの栄養成分については、重金属と同様、

季節変動を把握するため、今後も引き続き、分析

を行う予定でございます。 

●小口智久委員  焼却灰のリン濃度は、菌体リ

ン酸肥料の登録条件である１％を大きく超えてい

るということで、重金属が基準値以下であること

は前提ですが、今後の肥料としての活用に期待が

膨らむところでございます。また、汚泥について

は１％に少し足りなかったのですが、汚泥をコン

ポスト化することで含水率が下がりますので、リ

ンが濃縮し１％を超えるものと、私は想定してお

りますけれども、汚泥の活用もまだまだ期待でき

るものだというふうに考えております。 

 国土交通省の資料によりますと、国内全体の汚

泥発生量に対する肥料利用の割合は約１割にとど

まり、また、多くの自治体が農業関係者の協力が

得られるよう、十分な意見交換が必要といった課

題を挙げております。 

 このため、今後検討を進めるに当たっては、汚

泥の有効性等を示しながら、肥料製造事業者や利

用者など、関係者との連携体制を構築することが

重要と思われます。その体制構築の第一歩を踏み

出すには、まず、周辺地域において、下水汚泥の

肥料原料としてのニーズがどれほどあるのか、現

状を把握しておく必要があると考えます。 

 そこで質問ですが、下水汚泥や焼却灰を原料と

した肥料について、札幌市近郊における需要をど

のように把握するのか、伺います。 

●西村事業推進部長  下水汚泥等を原料とした

肥料の需要について、お答えします。 

 委員ご指摘のとおり、肥料化の検討を進めるた

めには、肥料の製造事業者や利用者との連携が大

変重要と認識しております。 

 このため、関係事業者との連携づくりのきっか

けとなるよう、現在、焼却灰を含めた下水汚泥に

関する需要調査を行っているところです。具体的

には、市内を含めた道央圏に所在する肥料メー

カーやさっぽろ連携中枢都市圏の構成自治体等を

対象として、下水汚泥の肥料利用の現状や札幌市

の下水汚泥の受入れ可能性を問うアンケート調査

を実施するところでございます。 

 このアンケート調査によって、下水汚泥の肥料

としての需要のほか、肥料利用に当たって事業者

が求める条件などを把握し、今後の検討につなげ

ていきたいと考えております。 

●小口智久委員  肥料としての安全性や有効性

の分析に加え、需要についても現状をしっかりと

把握することにより、今後の下水汚泥の肥料利用

拡大に向けて、効果的な施策展開につなげていた

だきたいと思います。 

 このたびの質問では、肥料利用の可能性を探る

ため、汚泥を焼却した灰について、分析結果が示

されましたが、残念ながら焼却灰の重金属は基準

オーバーのときがありました。焼却工場の運転状

況により、西部スラッジと東部スラッジの汚泥が

混入した影響もあるという結果とのことでした

が、今後、焼却灰の肥料化については、化学工学

的な工夫ともう一段詳細な解析が必要と感じまし

た。 

 汚泥は重金属が基準値以下、しかし、栄養成分

のリンは目標値より少し足りない。焼却灰や重金

属は基準値を超えてしまいましたが、栄養成分の

リンは豊富ということでしたので、この両方のよ
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いとこ取りをする処理方法を見つけることが重要

と考えます。方法の一つとしては、リン成分の回

収も含みますが、さらによりよい処理方法を見つ

けるために、まずは、焼却灰の分析値について注

目し、原料となる汚泥との物質収支、マテリアル

バランスを解析することで、測定時の妥当性や今

後に向けた新たな展開が見えてくるものと思いま

す。 

 次に、汚泥の償却過程で発生する灰の種類、煙

の中に入っている灰ですね。フライアッシュと言

います。それとあと、燃えた燃え殻になる、下に

たまる灰、ボトムアッシュというものがあるんで

すけれども、これについての分析を行うというこ

とは大変重要です。重金属の結晶成長には、温度

の影響を多分に受けますので、焼却灰の発生箇所

別の分析を行っていただけると肥料利用の可能性

がよりよく見えると思います。 

 最後に、今後使用いただく農家の方や肥料メー

カーとしっかりすり合わせを行い、札幌市の下水

汚泥を安全に肥料活用できるよう、取組を進めて

いただくことを要望し、私からの質問を終わりま

す。 

●脇元繁之委員  私からは、下水道管路の改築

に対する財政支援について、質問したいと思いま

す。 

 まずは、従来の基準で判定した際の緊急度や延

長について、下水道管路の改築に対する財政支援

について、お伺いしたいと思います。 

 本日の質疑の中で、札幌市は、市内の業界団体

と協力して、下水道管路の調査を進めているこ

と、また、先に完了した優先実施箇所の調査にお

いて確認された、緊急度Ⅰの管路につきまして

は、年度内に対策の完了を予定しているというこ

とを確認させていただきました。 

 市民生活の安全・安心を確保するという観点か

ら、迅速に対応していただいている点につきまし

ては、高く評価をさせていただきたいと思いま

す。本当にありがとうございます。 

 そこで、少し話は遡りますが、先の第２回定例

会の建設委員会の場で私は、今回の調査では、下

水道管の危険度判定基準が強化されたので、修繕

や改築が必要と判定される下水道管が、今まで以

上に増加することが想定されるのではないかと懸

念を表明させていただいたところであります。 

 先ほどの答弁では、優先実施箇所として調査を

実施した3.2キロメートルのうち、今回の強化さ

れた評価基準で、緊急度Ⅰに該当する下水道管が

約0.1キロメートル。そして、緊急度Ⅱに該当す

るものが、0.6キロメートル確認できたとのこと

でした。 

 一方で、国は、市民生活の安全・安心をより確

かなものとするために、緊急度Ⅰの管路について

は速やかに、緊急度Ⅱの管路についても、応急措

置を施した上で、おおむね５年以内という期限を

設けた対策を求めております。このことからしま

すと、優先実施箇所3.2キロメートルの調査だけ

で、約0.7キロメートルもの延長について、着実

かつ計画的な対応が求められているということに

なります。 

 そこでお伺いします。今回の調査の優先実施箇

所で確認された、緊急度ⅠまたはⅡと判定された

下水道管路について、従来の基準で判定した場

合、その緊急度や延長はどのようになるのか教え

てください。 

●秋山管路担当部長  優先実施箇所で確認され

た緊急度ⅠまたはⅡと判定された下水道管路につ

いて、従来の基準で判定した場合、その緊急度や

延長はどのようになるのかお答えいたします。 

 今回の調査で判定基準が強化された目的は、大

規模な道路陥没につながるおそれのある管路の劣

化を早期に発見し、事故を未然に防ぐことであり

ます。これにより、従来は緊急度ⅠまたはⅡと判

定されていたものが、緊急度Ⅰとなり、修繕等に

よる延命化を図るとされる緊急度Ⅲと判定されて

いたものが、緊急度Ⅱとなってございます。 

 優先実施箇所で確認された老朽管の緊急度を従

来の基準で判定した場合は、緊急度Ⅰについては

ゼロ、緊急度Ⅱについては0.1キロメートルとな



 

- 307 - 

ることから、今回の調査では、事故防止の観点で

より厳しい判断を下したことになります。 

●脇元繁之委員  ありがとうございます。 

 今回の調査で判定基準が強化されたのが、従来

は緊急度ⅠまたはⅡと判定されていたものが、緊

急度Ⅰになる。緊急度Ⅲと判定されていたもの

が、緊急度Ⅱになるということで、従来の基準で

判定した場合のそれぞれ１ランク上がるというこ

とですね。緊急度Ⅰについてはゼロ、緊急度Ⅱに

ついては0.1キロメートルになるということであ

りました。 

 そこで、今回の調査に伴う国からの財政支援に

ついて、お聞きしたいと思います。 

 従来の評価基準では、緊急度Ⅰと緊急度Ⅱを合

わせて0.1キロメートルだったものが、今回の評

価基準では0.7キロメートルと７倍にも増加して

おり、私が懸念していたように、修繕や改築が必

要と判定される下水道管が、これまで以上に増加

するということが裏づけられた形となりました。 

 また、優先実施箇所以外の管路については、調

査は進んでいるものの、今回の評価基準に基づく

緊急度の判定は未了とのことであります。しかし

ながら、今回の優先実施箇所での緊急度Ⅰと緊急

度Ⅱの増加という傾向に鑑みると、優先実施箇所

以外においても、同じような割合で、緊急度の高

い下水道管が相当数存在することが想定されます

ので、着実かつ計画的な対応が喫緊の課題になる

ものとも思われます。 

 そこでお尋ねします。今後、下水道管の改築工

事等に必要な事業費は増大すると見込まれます

が、この事業費の確保について、今回の調査結果

に基づいて、改築などを行う場合、国からどのよ

うな支援があるのかお伺いします。 

●秋山管路担当部長  今回の調査結果に基づい

て改築などを行う場合、国からどのような支援が

あるのかお答えいたします。 

 年度内に実施する対策につきましては、今年度

交付を受けた補助金を活用することが可能となっ

てございます。 

 今後の国からの支援につきましては、全国の特

別重点調査の結果を受けて、道路陥没に関する有

識者検討委員会が提言を行い、その提言を基に国

で検討されています。 

 現在のところ、財政支援について、具体的に示

されてはおりませんが、今回の調査で判明した緊

急度の高い管路への対策について、重点的な財政

支援を受けられるよう国へ働きかけていきたいと

考えてございます。 

 今後とも、必要な老朽化対策をしっかりと実施

していくことで、市民の安全・安心な生活環境を

守っていく所存でございます。 

●脇元繁之委員  ありがとうございます。 

 年度内に実施する対策は、今年度に交付を受け

た補助金を活用すると。今後の国からの支援につ

いては、今、国で検討されているということであ

ります。あわせて財政支援を受けられるよう、こ

れからも国に働きかけていきたいということであ

りました。 

 最後になりますが、今日この質疑で、新たな評

価基準の導入により、優先実施箇所だけでも緊急

度の高い管路が従来より増加したことが明らかに

なりました。 

 札幌市は、市民の安全・安心のため、これを国

が定める期限内に修繕・改築する責務を負うこと

になります。その修繕や改築等に係る費用につい

ては、国からの財政支援がないとすれば、各自治

体がその増大する費用を負担することになるわけ

ですが、先ほどの答弁によりますと、国による支

援は、全国の特別重点調査の結果を受けて、有識

者検討委員会の提言を基に検討中とのことであり

ました。残念ながら、国からの具体的な財政支援

策は、今のところ示されていないという状況であ

ります。 

 そもそも、埼玉県八潮市での道路陥没事故を受

けて、国が各自治体に下水道管の緊急点検を要請

し、同時に、下水道管の危険度判定基準を強化し

た結果、修繕・改築が必要な管路が大幅に増加す

ることになったわけであります。実際に、札幌市
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では、緊急度が７倍に跳ね上がりました。 

 国からの要請でありながら、その結果として生

じた財政負担を一方的に地方自治体に強いること

は、国民の生命と、そして生活環境を守るという

観点からすると、このままでは極めて不誠実な対

応であると言わざるを得ません。 

 今回の強化された評価基準に基づく改築事業に

ついて、対象事業費に対する支援はもちろん、長

期的な改築計画を確実に行える財源を安定的に確

保するための制度確立に向け、札幌市としても国

に強く要望していくよう求めて、私からの質問を

終わります。 

●波田大専委員  私からは、下水道事業におけ

る官民連携、いわゆるウォーターＰＰＰの導入可

能性調査について、お伺いいたします。 

 下水道使用料に関する札幌市営企業調査審議会

の答申では、令和８年度から、平均改定率23％程

度の値上げが必要との見解が示されております。 

 また、令和12年度以降においても、人口減少な

どによる使用料収入の減少や老朽化施設の増加、

物価高騰などの影響による建設事業費及び維持管

理費の増加により、純損失が急激に増加を続ける

見通しとなっており、今月３日の建設委員会にお

いて、今後のさらなる値上げの可能性について、

私から質問させていただいたところ、現時点の

データを基にした場合、令和12年度には、改定率

17％程度のさらなる値上げが必要との試算もお示

しいただきました。 

 こうした厳しい財政状況を打開するには、新た

な視点から、事業運営の在り方を見直すことが求

められていると考えます。その有効な手法の一つ

が、民間事業者のノウハウや資金を活用する官民

連携、いわゆるウォーターＰＰＰであります。 

 令和６年３月の予算特別委員会では、下水道事

業における官民連携の導入検討について、私から

要望をさせていただき、今年度、既にその導入可

能性調査に着手いただいているものと認識してお

ります。 

 そこで質問ですが、今年度に取り組んでおりま

す、ウォーターＰＰＰの導入可能性調査につい

て、その内容と進捗状況についてお伺いいたしま

す。 

●西村事業推進部長  今年度の導入可能性調査

の内容と進捗状況についてお答えします。 

 札幌市の下水道事業においては、今後、施設の

老朽化や事業の担い手不足など、経営環境の急速

に激しさを増すものと認識しております。こうし

た状況を踏まえ、将来にわたり安定的なサービス

を継続するための新たな手法として、今年度、

ウォーターＰＰＰの導入可能性に関する調査検討

を開始したところでございます。 

 今年度の調査については、管理・更新一体マネ

ジメント方式を対象としており、下水道事業の計

画や施設の維持管理情報といった基礎資料の収集

整理に加えて、事業の現状分析と課題の洗い出

し、民間事業者からご意向を伺う調査などを内容

としているものです。 

 その進捗状況といたしましては、基礎資料の収

集整理をおおむね完了し、現在は、現状分析や課

題の洗い出し、民間事業者の意向調査などを並行

して進めているところでございます。 

●波田大専委員  ありがとうございます。 

 今年度から、既に管理・更新一体マネジメント

方式を対象とした業務に着手されているというこ

とであり、順調に進捗しているものと理解をいた

しました。 

 一方で、ウォーターＰＰＰには、ご答弁にあり

ました管理・更新一体マネジメント方式のほか

に、運営権そのものを民間に委ねるコンセッショ

ン方式がございます。実際に、浜松市や宮城県な

どでは、既にコンセッション方式を導入し、一定

の成果も得られているとのことから、今後、下水

道事業のさらなる厳しい収支が見込まれる札幌市

においても、コンセッション方式を含むあらゆる

導入可能性を検討するべきものと考えます。 

 そこで質問ですが、ウォーターＰＰＰの導入可

能性調査においては、コンセッション方式を含む

あらゆる可能性を検討するべきと考えますが、お



 

- 309 - 

考えをお伺いいたします。また、いつまでに調査

結果をまとめ、いつから導入するのかなど、今後

のスケジュールについても併せてお伺いいたしま

す。 

●西村事業推進部長  コンセッション方式の考

えと今後のスケジュールについてでございます。 

 まず、ウォーターＰＰＰのもう一つの手法であ

るコンセッション方式に対する考え方についてお

答えします。 

 先ほども委員の説明にございましたが、この方

式は、使用料の収受も含めた事業の運営権そのも

のを民間に委ねるものであり、先ほどお話しまし

た管理・更新一体マネジメント方式に比べ、より

民間の創意工夫を引き出し、事業運営の効率化に

つながる可能性があるとされているものでござい

ます。 

 また、先行する自治体の事例もあることから、

札幌市にとっても、将来を見据えた選択肢の一つ

として、検討する必要があるものと認識しており

ます。 

 次に、今後のスケジュールでございますが、令

和８年度から９年度にかけて、コンセッション方

式に関する調査検討にも着手する予定でございま

す。その調査検討と併せて、今年度進めている管

理・更新一体マネジメント方式の検討結果との比

較評価も行い、札幌市への導入が適切であるか、

慎重に判断していきたいと考えております。 

●波田大専委員  ありがとうございます。 

 コンセッション方式について、札幌市において

も選択肢の一つとして検討が必要とのご認識をお

示しいただき、令和８年度から９年度にかけて基

本検討に着手するなど、具体的なスケジュールに

ついてもお示しをいただきました。 

 仮に、令和８年度からの下水道使用料の値上げ

はやむを得ないものとしても、その先に控える令

和12年度の値上げまでには、下水道事業の管理運

営の在り方を抜本的に見直すことで、収支改善を

図り、できることならこれ以上の使用料値上げを

行わずに済むのが市民の皆さんにとっては望まし

いものと認識しております。 

 将来世代に過度な負担を強いることのないよ

う、早急に検討を進めていただくことを要望し

て、質問を終わります。 

●中川賢一委員長  以上で、第３項 河川費及

び下水道事業会計の質疑を終了いたします。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を休憩いた

します。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後２時09分 

      再 開 午後２時10分 

    ―――――――――――――― 

●中川賢一委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、議案第６号 令和６年度札幌市水道事業

会計剰余金処分及び決算認定の件について質疑を

行います。 

●山田洋聡委員  私からは、豊平川水道水源水

質保全事業、いわゆるバイパス事業について伺い

ます。 

 この事業は、本市の主要な水源であります豊平

川上流に含まれるヒ素やホウ素といった自然由来

の成分や下水処理水など、河川の水質を悪化させ

る要因を、浄水場の止水点より下流へ迂回させる

ことにより、水道水そのものの水質を抜本的に改

善しようとするものであります。 

 市民が口にする段階になる前に、水質リスクの

発生源を川の流れの中から切り離す、言わば札幌

の水道水の安全のための事業であります。あわせ

て、事故や災害などにより、河川の水質が急激に

悪化した場合でも、水の流れを一時的に切り替

え、上流のきれいな水を直接浄水場まで送ること

で、断水を回避できる危機管理機能も備えると

伺っています。 

 この事業は、厚生労働省の国庫補助事業として

平成17年度に採択され、平成24年度から本体工事

が始まりました。令和４年の第１回定例会では、

管理センターの工事を進め、令和７年度の供用開

始を目指すと答弁がありました。その後、設備関

係の工事も複数に分けて発注され、現在、供用開
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始に向けて最終段階を迎えていると承知しており

ます。 

 そこで質問ですが、現在のバイパス事業の進捗

状況について伺います。 

●中村浄水担当部長  バイパス事業の進捗状況

について、お答えをいたします。 

 自然湧水を含んだ豊平川の水を取り入れるため

の取水施設、その水を浄水場の下流へ迂回させる

全長約10キロメートル、口径約２メートルのバイ

パス水路の工事は完了をいたしております。 

 また、迂回させた河川水の水量と水質を調整す

る管理センターにつきましても、土木、建築、機

械、電気工事が完了しており、現在は、監視制御

システムにおけるソフト面の整備を残すのみと

なっており、工事は予定どおり進捗してございま

す。なお、総事業費につきましては、予定どおり

約290億円となる見込みでございます。 

 今後は、試運転調整を経まして、令和８年３月

に、いよいよバイパス施設の供用の開始を予定し

ております。 

●山田洋聡委員  白川浄水場や藻岩浄水場の原

水は、全国的に見てもヒ素濃度が非常に高く、浄

水場で薬品を多く使うことにより、ヒ素濃度を低

減しているものの、過去には、水道水のヒ素濃度

が水道水質基準の上限近くに達したこともあると

のことでした。 

 このような札幌市特有の課題を解決するための

事業でありますことから、全国的にも類を見ない

ものであり、バイパス施設の運転管理や水処理に

関するノウハウを、ゼロから構築していかなけれ

ばならないと伺っています。 

 そこで質問ですが、バイパス施設を安定的に運

営していくために、どのような運営体制とするの

か、伺います。 

●中村浄水担当部長  バイパス施設の運営体制

につきまして、お答えをいたします。 

 バイパス施設は、その運転が豊平川の水量・水

質や、白川・藻岩浄水場の運転管理に影響を与え

ますことから、浄水場と同レベルの高度な管理・

運営水準が求められる重要な施設と考えておりま

して、今後、施設を運用しながら、様々な調査・

検証を行い、安定的な運転をするためのノウハウ

を蓄積していく必要があります。 

 こうしたことからも、本市浄水場の運転管理等

に長年携わり、水処理に関する知識や施設の運転

管理・維持管理に関する豊富な経験を有しており

ます、一般財団法人さっぽろ水道サービス協会に

運転管理等を委託し、水道局とさっぽろ水道サー

ビス協会が一体となって運営を行ってまいります 

●山田洋聡委員  次に、バイパスを活用した脱

炭素の取組について、伺います。 

 札幌市はゼロカーボンシティという目標達成に

向けて、水道局は、既に藻岩浄水場や平岸配水池

での水力発電、さらに配水センターや川沿、豊平

庁舎への太陽光発電設備の設置など、再生可能エ

ネルギーの活用を積極的に進めています。そし

て、今年度からスタートした第２次札幌水道ビ

ジョンにおいても、再生可能エネルギーのさらな

る導入拡大が掲げられています。その中でも、バ

イパス水路の約70メートルの落差を生かした水力

発電設備の整備は、まさにその象徴的な取組であ

ると伺っています。水を供給するインフラが同時

にエネルギーを生み出すインフラへと転換してい

く、まさに持続可能な都市経営に資する新たな挑

戦であり、札幌の水道事業に次の時代の価値をも

たらす取組だと考えます。 

 そこで質問ですが、バイパス施設に併設される

水力発電設備について、工事の進捗状況を伺いま

す。 

●中村浄水担当部長  バイパス施設に併設しま

す水力発電設備の工事の進捗状況について、お答

えをいたします。 

 令和４年度に着手した工事は順調に進捗してお

り、約１年半の製作期間を経まして、今年度、発

電機の設置を完了したところでございます。今後

は試運転調整を行い、令和８年度中の発電開始を

予定しております。 

 この水力発電設備は最大出力770キロワット、
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年間発電量約430万キロワットアワーであり、こ

れは一般的な家庭の約1,200世帯分に相当いたし

ます。 

 発電した電気は、固定価格買取制度、いわゆる

ＦＩＴ制度により、全量売電をする予定でござい

ます。 

●山田洋聡委員  第２次札幌水道ビジョンで

は、再生可能エネルギーの導入拡大が明確に掲げ

られ、清田配水池への水力発電導入検討など、次

の時代を見据えた挑戦が始まっています。これま

でのバイパス施設や平岸配水池での水力発電導入

の経験を生かし、水道局はエネルギーを生み出す

インフラとしての役割を一層高め、ゼロカーボン

シティの実現に向けて、率先して取組を進めてい

ただきたいというふうに思います。 

 また、平成17年度から進められてきたバイパス

事業は、いよいよ供用開始の段階を迎えようとし

ております。水道原水から、ヒ素などのリスクを

抜本的に除去し、より安全で良質な水道水を将来

にわたって守り抜くためには、浄水処理への影響

調査や継続的な水質検査を通じて、運転管理や水

処理技術のノウハウを蓄積し続けていくことが重

要です。気候変動、人口減少、施設の老朽化な

ど、これからの時代に、水道事業を取り巻く環境

は一層厳しくなります。だからこそ、安全で強靭

な水と環境に優しい水の両立を図り、技術の継承

と革新を両輪に、持続可能な水道経営を力強く進

めていくことを求めます。 

 昨年、一昨年にバイパスの工事現場、実際に伺

わせていただいて、少し階段の横を上りまして、

現地を見た者としても、長年にわたって続けてき

たこのバイパス事業がいよいよスタートするとい

うことで、待ちに待っておりました。楽しみして

おります。 

●定森 光委員  私からは、第２次札幌水道ビ

ジョンの着実な推進について、お伺いをいたしま

す。 

 今年度からスタートした第２次札幌水道ビジョ

ンでは、効率的な水道施設の整備・更新と管理、

危機管理対策の強化、経営の健全化・効率化、人

材育成と事業運営体制の強化などの七つの施策の

基本方針に沿って、今後10年間の事業の実施計画

が示されております。 

 本市においては、経年化が進んだ管路や浄水場

などの水道施設が、本格的な大規模更新時期を迎

えております。これらの更新・改修に加え、地震

などの自然災害への備え、さらには、デジタル技

術や新技術の導入による業務効率化など、取り組

むべき課題は多岐にわたります。こうした課題に

対して、第２次ビジョンで掲げた事業を着実に実

施していくには、安定した財源の確保が不可欠で

あります。 

 本市の水道事業の財源の約９割は、市民からの

水道料金の収入で賄われておりますが、第２次ビ

ジョンの財政収支見通しによれば、今後10年間は

大きな社会情勢の変化がない限り、現行の料金水

準で健全経営を維持できる見込みであるとされて

おります。しかしながら、近年の物価高騰や人件

費上昇の影響は大きく、今後、こうした状況が続

く可能性もございます。全国的にもこれらを理由

に水道料金を改定、あるいは改定の検討を進めて

いる事業体が増えており、政令指定都市でも、最

近では神戸市や新潟市など、料金改定が行われて

いる現状もございます。 

 そこで質問ですが、水道料金を改定する場合

は、どのような状況になったときなのか、基本的

な考えを伺います。 

●加藤総務部長  改定が必要となる状況とはい

かなる場合かというご質問に、お答え申し上げま

す。 

 一般的に、水道料金は事業の運営に必要な費用

を賄えるように設定するものでございます。その

ため、運営管理費や建設改良費など、様々な費用

が増加し、業務の効率化や適正な企業債の借入れ

などを行っても、現在の料金水準による給水収益

では、事業を安定的に運営できなくなる場合に、

料金改定を行うものであります。 

●定森 光委員  今のご答弁では、費用の増加
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に対して、事業面・財政面の取組をいろいろ行っ

ても、事業を安定的に運営できなくなった場合

に、料金の改定を行っていくという、基本的な考

えをいただいたところであります。 

 第２次札幌水道ビジョンに掲げられた取組は、

市民生活や都市機能を支える上で欠かせないもの

であります。例えば、災害時に医療機関などの重

要施設が機能を維持するためには、管路の耐震化

が不可欠です。札幌市は、まだ、整備が完了して

いない区域もあり、今後、さらに進めていく必要

がございます。 

 また、先ほど、下水道の話にもありましたけれ

ども、陥没事故で人命が失われた例であったり、

あと能登半島地震のときも、水道管の損傷が復

旧・復興の遅れにつながっている事例もございま

す。 

 こうしたことからも、計画的な管路の更新・耐

震化の推進は、喫緊の課題であると言えます。経

営環境の厳しさから、必要な事業の実施が遅れた

り、また縮小せざるを得ない、こういった状況は

できる限り避けていかなければなりません。第２

次ビジョンにおいては、期間中に社会情勢が変化

することも想定し、様々な取組がなされていくも

のと推察しております。 

 そこで質問ですが、第２次札幌水道ビジョンに

おいて、社会情勢の変化に対応しながら、必要な

事業を着実に実施するために、財政面・事業面そ

れぞれの観点でどのような取組を行っていくの

か、お伺いいたします。 

●加藤総務部長  ビジョンにおける事業の着実

な実施に向けての取組に関して、ご質問いただき

ました。お答え申し上げます。 

 第２次札幌水道ビジョンの計画期間内におきま

しては、人口減少に伴い、給水収益が緩やかに減

少する一方で、経年劣化した管路や施設の更新及

び耐震化を着実に進めるため、前ビジョンと比較

して事業費は増加することを見込んでおります。

主要事業として長期的に取り組んでおります配水

管整備事業等に加えまして、特に令和７年度から

令和12年度にかけては、白川浄水場第１期改修事

業の実施期間でありますため、建設改良費が250

億円を超える水準で推移する見込みになっており

ます。これらに対して、財政面の観点では、この

間の財源として、これまで積み立ててきた水道更

新施設積立金を活用するほか、企業債を毎年100

億円以上借り入れることとしております。さらに

は、国庫補助金の確保などにも一層努めてまいり

ます。今後も、事業等の状況に応じまして、健全

経営を維持できるよう、長期的な視点を持ち、適

切な対応を検討してまいります。 

 また、事業面の観点では、例えば、ダウンサイ

ジングによるコスト縮減策といたしまして、大口

径の送水管更新において、老朽化した既設管の中

に、一回り小さい管を新たに挿入する工法を採用

することなどによりまして、極力、事業費の低減

を図っていくこととしております。 

 また、給水装置工事の申請に係る電子化など、

デジタル技術の活用に取り組みますとともに、新

技術の導入可能性に向けた調査・研究を積極的に

進めることなどにより、事業の効率化も追求して

いくこととしております。 

●定森 光委員  今、ご答弁では、財政面では

積立金や企業債、国の補助金などの活用、あと事

業面では、ダウンサイジングやデジタル技術の活

用、また、新技術の導入など、効率化を進めてい

くということでありました。万が一、インフラの

適切な維持管理がなされず、重大な事故や大規模

災害が発生した場合には、市民生活に大きな影響

を及ぼすおそれがございます。 

 収入の増加に関する検討やコスト縮減の工夫を

図りながら、必要な事業を着実に進めていただき

たいと思います。 

 また、第１回定例会予算特別委員会で、配水管

更新事業の質問でもご答弁いただきましたけれど

も、第２次ビジョンで掲げる管路更新、年間50キ

ロメートルという事業量でありますが、可能な限

り増やしていきたいというご答弁もいただいてお

ります。適切な事業量を確保できなければ、その
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担い手である民間事業者にもしわ寄せが生じ、将

来的な担い手不足にもつながりかねません。 

 第２次ビジョンの着実な実施には、こうした将

来を見据えた事業量の確保や持続可能な体制づく

りも含まれていくべきであると考えます。必要な

事業を遅延なく、確実に進めていくいただくこと

を要望して、私からの質問を終わります。 

●福田浩太郎委員  私からは、満期メーター取

替え業務について、質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 満期メーター取替え業務につきましては、我が

会派では、これまで予決算特別委員会などで、過

度な低入札競争により落札率が低下していること

について質疑を行い、制度の改善を求めてきたと

ころでございます。 

 札幌市水道局は、平成29年度に設計額1,000万

円以上の満期メーター取替え業務に対しては、低

入札価格調査制度を導入しており、それによっ

て、平均落札率は令和４年度以前は80％を超える

までに上昇したとのことですけれども、ここ数年

で低下してきているということを承知しておりま

す。この業務を担っているのは、地域の指定給水

装置工事事業者でございますが、担い手不足や物

価高騰で大変な状況の中、低入札の増加により経

営状況は非常に厳しくなっていると伺っておりま

す。 

 そこで、１点目の質問でございます。 

 過去３年間の落札率の状況は、どうなっている

のかお尋ねをいたします。 

●上田配水担当部長  過去３年間、令和５年度

から令和７年度までの落札率の状況についてお答

えいたします。 

 全体の平均落札率は、令和５年度が約78.0％、

令和６年度が約78.4％と横ばいで、令和４年度以

前と比べると微減となっており、令和７年度は

68.3％と、令和５年度及び６年度に比べると約10

ポイント低下しております。 

●福田浩太郎委員  ご答弁ありがとうございま

す。 

 ここ３年間で落札率が低下している現状、特に

令和７年度がひどい落ち込みということでござい

ました。業界を取り巻く状況は非常に厳しく、切

実でありまして、これまでも業界団体から様々な

要望が出ているのではないかと思います。 

 そこで、２点目の質問でございます。 

 業界団体から、どのような要望が出されている

のか。また、それに対してこれまでどのような対

応を行ってきたのか、お尋ねをいたします。 

●上田配水担当部長  業界団体からの要望とそ

れに対する対応状況について、お答えいたしま

す。 

 業界団体や満期メーター取替え業務を受託する

業者からは、過度な価格競争の防止や最低制限価

格制度の導入、業務成績点の考慮などの要望がご

ざいました。 

 ここ近年、落札率の低下が進んでおり、まずは

過度な価格競争の防止を目的として、令和６年度

に業務従事者の兼任・兼務数について制限を行い

ました。 

 また、令和７年度には、業務従事者の兼任・兼

務数をさらに制限するとともに、恒常的な雇用関

係についても条件とするなど、入札参加要件や仕

様書を改定して対応してきたところでございま

す。 

●福田浩太郎委員  業界から要望が出され、そ

れに対して対応を行ってきた。いろいろと対応し

てくれているということは分かりますけれども、

ダンピング防止に対して、低入札価格調査制度

や、今、お答えのあった仕様書の一部改定では限

界にきているのではないかなというふうに感じて

ございます。 

 先ほどもございました令和７年度の落札率の急

落というものは看過できるものではなく、早急な

対応が必要ではないかと考えるところでございま

す。 

 昨年の12月、建設委員会で、地域を支える地元

指定事業者の経営安定に向けて、満期メーター取

替え業務の低入札の改善について、今後どのよう
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な対応を進めていく考えかとの質問に対し、最低

制限価格制度なども含め、適正利潤の確保につな

がるような契約制度の検討も進めてまいりたいと

のご答弁でございました。 

 そこで質問でございますが、その後の検討状況

はどうなっているのか。入札方式等の見直しはい

つ頃を予定しているのか、お尋ねをいたします。 

●上田配水担当部長  入札方式等の見直しにつ

いて、お答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、これまでの低入札価格調

査制度や入札参加要件等の一部見直しでは、落札

率の向上を図る上では限界があり、今年度の平均

落札率が、過年度に比べて大幅に低下いたしまし

た。このことから、落札率の向上を最優先に考慮

した入札方式の導入が必要であると考えておりま

す。具体的には、業界団体からの要望、他都市に

おける導入実績等を踏まえ、現行の低入札価格調

査制度に代えて、最低制限価格制度を導入したい

と考えており、対象業務の範囲、当該価格の算出

方法などの詳細につきまして、現在検討を進めて

いるところでございます。 

 また、履行成績が良好な業者への対応といたし

まして、最低制限価格制度とは別に、過年度にお

ける成績点を加味した成績重視の観点を入札参加

要件として、試行的に盛り込むことも検討してお

ります。 

 これらの入札方式等の見直しにつきましては、

事業者への周知期間を確保する必要がありますこ

とから、令和８年７月頃の告示を予定している第

２次発注からの導入を目指してまいります。 

●福田浩太郎委員  ご答弁ありがとうございま

す。 

 最低制限価格の導入をしていただくということ

でございます。来年度の７月、第２期の発注分か

らということでございます。 

 加えて、成績重視についてもモデル的に行って

みたいという踏み込んだお答えをいただきまし

た。ありがとうございます。 

 昨今のメーター交換業務の低入札は、このメー

ター交換業務を多く受注し、収益を上げようとす

る一部の事業者が低入札を繰り返すことにより生

じている事象と認識しております。 

 しかし、水道メーターは、本市水道事業の収入

の根幹でございます。漏水などの作業ミスはあっ

てはならないのであり、交換業務は専門技術・技

能を有する者が管理し、作業を行います。ちなみ

に、電気メーターの場合は工事の取扱いとなって

ございます。水道メーターも役務発注よりは工事

発注のほうが、より適切ではないかとも言えると

思います。 

 また、水道管路の維持管理業務を担う地元中小

事業者の多くは、このメーター交換業務を行うこ

とで雇用の安定を図っているところでもございま

す。競争に偏りのある入札制度では、大切な水道

事業の担い手を失うことにもつながります。 

 今回、最低制限の導入を決めたこと、一定の評

価をさせていただきます。加えて、成績重視とい

うこともございましたが、今、述べたメーター交

換業務の意義を十分に踏まえて、まずは制限価格

の適正な設定を行っていただきたいと思います。 

 加えて、最低制限価格は、くじ引の多発という

弊害も想定をされるところでございます。効果が

見られない場合は、さらに進んだ、例えば、総合

評価一括審査方式、ちょっと飛躍しているかもし

れませんけれども、さらなる改善を行い、札幌市

水道を担う事業者が、持続可能な経営となる環境

整備にしっかり努めていただくことを求めて、質

問を終わります。 

●佐藤 綾委員  私からは、水道局の人材育成

と技術継承について、質問いたします。 

 札幌市の水道は安全でおいしく、また、それを

守り、維持するために日々取り組み、2025年から

2034年までの第２次札幌水道ビジョンを昨年度、

今年の３月に策定したところです。 

 水道ビジョンでは、基本方向６において、人材

育成と事業運営の強化を掲げております。能登半

島地震では、札幌市からも各部局が復旧支援に当

たり、中でも、水道局は震災直後の１月６日から
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給水支援に赴き、２月からは水道管の修繕の応

援、復旧のために市職員も尽力をいたしました。

様々な技術が重要ということも改めて、災害時に

力を発揮することになると感じました。 

 札幌市の水道局は、高い技術力を保ち、発展さ

せ、また、道内の市町村の水道事業体とも連携

し、牽引する役割も担っているところです。 

 そこで、道内事業体との連携について、伺いま

す。 

 北海道は、中小規模の水道事業体の割合が高

く、その多くが人材不足や技術継承などの課題に

直面していること、札幌市は、道内の中核を担う

都市として、問題解決に向けた支援を国や道から

期待されており、道内事業体との連携について取

り組まれているところです。水道ビジョンでは、

本市の水道局の研修会等に、道内の他自治体の水

道事業体も参加していることが記載されておりま

す。他自治体との取組も様々で、2013年度から

は、持続的な水道事業の実現に向けた合同研究

会、2015年度からは、水道事業体合同技術研修な

どを重ねてきたとお聞きしております。 

 そこで質問ですが、その取組の内容と取組を通

じての意義と効果についてお考えを伺います。 

●加藤総務部長  水道局の人材育成技術継承に

絡んで、道内自治体との連携に関するご質問がご

ざいました。例示のあった二つの取組について、

お答え申し上げます。 

 道内連携の取組の一つであります持続的な水道

事業の実現に向けた合同研究会でございますが、

こちらにつきましては、年１回、近隣の事業体や

道内の主要都市などが札幌に会しまして、相互の

課題把握や解決手法の検討を行うものでございま

す。令和６年度につきましては、10団体26名の方

に参加をいただきまして、新技術であります人工

衛星を活用した漏水調査や能登半島地震への職員

派遣などをテーマにして開催しております。 

 もう一つの取組であります水道事業体合同技術

研修につきましては、道内の水道事業体等を対象

にいたしまして、それぞれの事業体単独では実施

が難しい技術的な研修を提供するものでありま

す。札幌市と一般財団法人さっぽろ水道サービス

協会が、共同で年１回開催しております。こちら

の研修は、札幌市の職員によります講義・演習と

さっぽろ水道サービス協会による漏水修理等の実

技指導など、幅広く実践的な内容となっておりま

して、令和７年度は実施済みでございますが、22

団体30名と、多くの方に受講をいただいたところ

です。 

 これらの研究会や研修を通じまして、道内の水

道事業体が技術やノウハウを共有することで、技

術力の向上や底上げに寄与するとともに、広域的

な連携や協力体制が強化されることで、事故・災

害時の対応力向上にも資するものと考えておりま

す。 

●佐藤 綾委員  小さい市町村の事業体では、

単独で研修することも難しいというところもある

と。そうした面からも、札幌市の水道局が技術的

な研修に一緒に取り組むことで、技術の向上、そ

して、災害時の対応や相互応援にも資するという

ことですので、道内の事業体への貢献にもなって

いると感じたところです。 

 それから、関連して近隣３市連携協力に関する

協定に基づく取組について、伺いたいと思いま

す。 

 札幌市は、水道事業の連携強化を目的として、

2015年３月に江別市、小樽市、北広島市と連携協

力に関する基本協定を結んでいます。隣接する都

市という地理的メリットを生かした災害時の水の

融通を相互に行う災害対策として、2017年、水道

管の整備が完了しました。これで、災害時で断水

があったときに、本市からこの３市へ送水をす

る、また、札幌市に３市から送水してもらうとい

うことが可能となりました。 

 また、協定では人材育成、技術力や組織力の強

化、利用者サービスの向上などを進めることが挙

げられております。 

 そこで質問いたします。 

 2017年から、３市の連携協定に基づき、合同訓
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練のほか、研修や研修生の受入れなどを行ってい

るとのことですが、その詳しい内容についてお聞

きをいたします。 

●加藤総務部長  近隣３市との連携協力に関す

る協定、こちらに基づく取組について、ご質問が

ございました。お答え申し上げます。 

 江別市、小樽市、北広島市の近隣３市とは、連

携協定に基づきまして、災害時に相互応援を行う

こととしております。その備えとして、毎年それ

ぞれの市と合同訓練を実施しておりますが、こち

らの訓練では、緊急時の連絡管を用いて、実際に

水を融通するなど、実践的な作業を行うことによ

りまして、災害への対応力向上を図っているとこ

ろでございます。 

 研修等につきましては、札幌市の局内研修への

参加に加え、水道施設や工事現場の視察、若手技

術者の意見交換会などを実施しております。相互

の技術力向上を図っているところでございます。 

 また、研修生の受入れにつきましては、江別市

から１名の受入れを現在も継続しておりまして、

これら様々な取組により、人材の育成及び組織力

の強化を図っているところです。 

●佐藤 綾委員  実際に、災害時にすぐ対応で

きるような緊急連絡管の実践などは札幌市だけで

なく、相互の職員の連携が大変必要であると思い

ますし、また、自治体によって施設や水質、そう

いう違いもあることも、また技術も違うというこ

ともありますので、そうした技術の相互の交流な

どを通じて、災害派遣応援のときなどにも札幌市

と違う面の知識も生かされるというふうにも思う

ところです。そして、そうした技術の研さんな

ど、道内事業体の中心となって奮闘されている

中、2022年に、公益社団法人日本水道協会が実施

している水道イノベーション賞に、札幌市水道局

の取組である応急給水機能の強化を目的とした加

圧化ユニットの開発が特別賞をいただきました。 

 水道局のホームページで紹介されておりますけ

れども、この加圧化ユニットの開発に至る経緯と

今後の活用について、お伺いいたします。 

●堀内給水部長  加圧化ユニットの開発経緯と

今後の活用について、お答えいたします。 

 まず、加圧化ユニットの開発の経緯についてで

ございます。 

 事故・災害による断水時には、病院などの重要

施設へ直接給水を行う上で、圧力をかけて水を送

る加圧式給水車が不可欠であり、本市では、５台

保有しているところでございます。 

 一方で、トラックに車載する一般的な給水タン

クを32機保有しておりますが、加圧機能を有して

いないため、給水箇所が限定されるという課題が

ございました。この課題を解決するため、平成29

年度から給水タンクへ加圧機能を追加する検討を

行いまして、令和元年度に、札幌市管工事業協同

組合と共同で加圧化ユニットを開発したところで

ございます。現在までに、計５台を整備しており

ます。 

 次に、加圧化ユニットの今後の活用についてで

ございます。このユニットは、人力でトラックへ

の積込みが可能であり、給水タンクと組み合わせ

ることで、低コストで加圧式給水車と同程度の機

能を確保することができます。幸いにも、これま

で事故・災害時の使用実績はございませんが、今

後の活用に向けまして、平常時から訓練等を通じ

て、関係者の習熟度向上を図ってまいります。 

 また、道内で事故・災害が発生した際には、被

災事業体でのこのユニットを活用いただくことも

想定しておりまして、地域全体の災害対応力の向

上にも貢献していきたいと考えているところでご

ざいます。 

●佐藤 綾委員  いざというときに、給水タン

クだけでなく、加圧ユニットを組み合わせるとい

うことで、同程度の機能を持つということでした

が、今現在、加圧式のものが５台保有ということ

でしたけれども、胆振東部地震のときには、給水

場73か所の開設に、給水車22台が出動したと。そ

のうち加圧式が４台で、加圧なしが18台というこ

とが報告に書かれておりました。 

 平成29年度から開発をされてきたということで
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すけれども、その間に、この加圧機能を持つ給水

車が少ないということでご苦労もあったのではな

いかなと思います。そうした経験も経ながら、加

圧式ユニットと給水タンクを組み合わせて、同程

度の機能を持たせると、そういう創意工夫をして

きたということが評価されたということは、日頃

の職員の皆さんの研さんの成果でもあるというふ

うに思います。そして、水道局は道内事業体との

連携の中枢を担う役割も期待されているわけです

が、本市の職員の高い技術力を維持し、向上させ

ていくことが大事だと考えます。 

 私は、水道局職員の技術の継承、人材の確保に

ついて、2024年の予算特別委員会で質問をさせて

いただきました。技術の進歩もある中ですが、技

術には経験が重要であり、技術継承支援専任ス

タッフによる局内研修や各職場でのＯＪＴ研修に

も力を入れているとご答弁がありました。2008年

から、ＯＪＴ、Ｏｎ ｔｈｅ Ｊｏｂ Ｔｒａｉ

ｎｉｎｇの実践を通じて、業務知識を身につける

取組を各課で係長職の推進委員を配置し、研修の

企画や検証を行っているということでした。そう

したことも、地域連携との検証の中でも生かされ

ているのだと思います。 

 そしてまた、本市では、胆振東部地震を経験し

て、東区では震度６弱、清田区では震度５強で液

状化が起こるなどで、約１万6,000世帯で断水と

なる経験をしました。水道施設のポンプ場での直

送系ポンプ停止や、管路の破損などにより断水し

たほか、停電のため断水となるマンションなども

多数ありました。2018年の胆振東部地震から７年

が経過し、地震災害の対応経験がない新たな職員

も増えてきたと思います。 

 そこでお聞きいたします。 

 外部研修、座学研修共に、現場での技術の習

得、実践を通じての中で、技術の継承が図られて

いますが、地震災害などの経験と対応はどう継承

されているのか、伺います。 

 また、育成計画と指導方法の習得、トレーナー

としての心構えなども必要となるのがＯＪＴ推進

委員ですが、どのように指導力の向上を図ってい

るのか、併せて伺います。 

●加藤総務部長  まず、水道局における地震災

害への対応に関する技術継承について、お答え申

し上げます。 

 水道局では、地震災害時における対応力を着実

に継承するため、主にＯＪＴによる職場内での実

務を通じた訓練や各種研修を軸とした技術の継承

に取り組んでいるところです。具体的には、先の

北海道胆振東部地震や能登半島地震といった大規

模災害から得られた教訓を基に各種計画やマニュ

アルの改訂を随時行っており、また、その内容を

踏まえ、局全体、あるいは所属の各課単位で研修

や訓練を繰り返し実施しております。 

 次に、ＯＪＴ推進委員の指導力の向上について

ですが、水道局の職員は、日々の業務はもとよ

り、各種研修や現場での実践を通じて、水道事業

に関する専門的な技術や知識の研さんに常に励ん

でいるところです。こうした継続的な努力によ

り、豊富な知識と経験を身につけた係長職の職員

がＯＪＴ推進委員を担っているところです。加え

まして、水道局では、職員を国内外の研究発表会

や国際会議へ積極的に派遣を行っております。 

 このような場を通じて、専門的な知見や的確に

伝える能力、そういう力を養うことによりまし

て、質の高い研修講師の育成につながるものと考

えて取り組んでおります。 

●佐藤 綾委員  様々な取組をされている中で

も、やはり研究の発表ですとか、そういうことも

されているということでした。そうしたことで、

やはり道内の牽引というところでも、しっかり責

任を果たしていっていただけるのかなというふう

に思ったところです。そして、マニュアルや知識

やスキルも重要ですけれども、それだけではな

く、言葉にするのが難しい経験を重ねる中で培っ

てきたというものもあるかと思います。そうした

ことも、継承することも必要であるのかなという

ふうに考えたところです。 

 水道局の技術職は職員の65％でありますが、40
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代と50代の技術職が少なく、40代は30代の半数ほ

どしかおりません。若い世代の育成が急がれると

ころです。技術の継承について、着実に行ってい

ただきたいと思います。 

 また、本市が北海道の中核市として、道内の水

道事業体を牽引するさらなる連携と、安心・安全

な水を守り続ける人材の育成、技術継承を発展さ

せていただくように申し上げまして、私の質問を

終わります。 

●三神英彦委員  私からは、先日の村松議員の

代表質問、上下水道インフラ維持への活用状況に

ついてという質問に続いて、やらせていただきま

す。 

 札幌の水道の総距離数が約6,000キロにも及ぶ

ということですね。それだけの距離数がある水道

管という部分をどうやって、人がいない状態で、

何か異変があったら、それが察知できるとか、ど

こが、どういうふうになっているのかというのが

察知できるという、近い将来に向かって、今日は

質問させていただこうと思います。 

 一番最初の質問ですが、本市の漏水状況につい

て、直近の部分をお伺いします。 

●上田配水担当部長  札幌市の漏水状況につい

てお答えいたします。 

 札幌市の漏水率は、近年は２％台の低い水準を

維持しており、令和６年度は約2.1％となってお

ります。なお、令和５年度の19大都市の平均は

4.77％であり、これと比較しても低い値となって

おります。 

●三神英彦委員  ありがとうございます。 

 倍ぐらい性能がいいということなんですね。そ

れはひょっとしたら、札幌が扇状地にあって、斜

面にあるからということも関係あるのかもしれま

せん。 

 先ほど、災害によるという部分に関しては、佐

藤委員がすごい細かくお話ししてくださいまし

た。一方で、老朽化による漏水というのも、可能

性としてはありますということなんですよね。そ

れに対して、打合せの際に伺ったのが、センサー

を用いた監視型の調査方法がありますというの

と、今度は、はるかかなたの人工衛星から漏水の

調査をする方法があるというふうにお伺いしまし

た。 

 その後のこれらの新技術の取組状況について、

お伺いしたいと思います。 

●上田配水担当部長  新技術の取組状況につい

て、お答えいたします。 

 まず、人工衛星を活用した新技術、こちら２種

類ございますが、一つ目の画像解析による漏水探

知。こちらは、漏水の可能性の高いエリアを半径

約130メートルの円形に示すものでございます。 

 こちらにつきましては、中央区、白石区、西

区、手稲区を主とする範囲を対象として実施しま

して、漏水可能性エリアとして示された783か所

について、音聴調査による確認を行ったところで

ございます。その結果、いずれも小規模なもので

はございますが、141件の漏水を発見いたしまし

た。 

 二つ目のデータによる漏水リスク評価というも

のがございまして、こちらは様々なデータに基づ

き、漏水のリスクを一辺約100メートルのメッ

シュ状に示すものでございます。こちらにつきま

しては、自然流下系の地域を対象として実施をい

たしまして、漏水リスクが高いと示された713

メッシュについて確認したところ、20件の漏水を

発見いたしました。これら人工衛星を活用した漏

水調査については、令和６年度までに一旦検証を

終えておりまして、いずれも一定程度の成果は

あったものの、現行の漏水調査と比べて、効率面

などで大きな優位性があるとまでは言えないと、

今後の技術の進展に期待を寄せるというところで

ございます。 

 また、監視型漏水調査、２種類ございます。こ

ちらは漏水によって発生する振動、または音圧を

センサーで検知するものでございますが、令和６

年度は合計215か所に設置しまして、34回の異常

を検知、その後の音聴調査で３か所の漏水を発見

いたしました。 
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 この監視型漏水調査につきましては、今年度も

継続して試行を行い、検証を進めているところで

ございます。 

●三神英彦委員  どうもありがとうございま

す。 

 人工衛星で水道管調べているだなんて、結構

びっくりしたんですけれど、昨日もまさに７号機

が打ち上げに成功したというニュースがありまし

た。 

 高市総理が札幌に来られたときにしきりに言っ

ていたのが、日本の人工衛星には合成開口レー

ダーという技術が備えられているやつがあって、

これがちょっとすみません。仕組みまでちゃんと

よく分からないんですけど、すごく可能性のある

レーダーということで、これからいろいろなもの

活用されていきます。魚群を探知したりだとか、

何とかということで、そういう技術が、これから

どんどん進んでくると思うんですよ。そんな中

で、どれだけ本当に先ほどの水道管に対して、人

がいない状態で分かるということができるかとい

う話なんですよね。 

 最後の質問ですが、水道管の漏水調査における

新技術導入に向けた考え方をお伺いします。 

●上田配水担当部長  漏水調査における新技術

導入に向けた考え方について、お答えいたしま

す。 

 新技術は日進月歩で進化しておりますので、最

新の情報について、ほかの事業体と共有するな

ど、積極的に情報収集を行っているところでござ

います。 

 また、本市も参加しておりますけれども、全国

23事業体で構成する水道ＩＣＴ情報連絡会では、

各事業体の課題を共有するとともに、それに対す

る新技術について、民間企業との意見交換も行っ

ております。 

 こういった場も活用しながら、本市にとって、

有用な新技術の導入に取り組んでまいります。 

●三神英彦委員  どうもありがとうございま

す。 

 下水道河川局でも言ったんですけれど、これか

ら多分、都道府県・市町村というのは、協調とそ

れから、競争もこれから起こってくるんだと思い

ます。札幌市の水道局で、こういう技術を、もし

先に見つけるということができれば、物すごく優

位にビジネスを進められる可能性があるわけなん

ですよね。 

 ということで、経済観光局のスタートアップだ

とかという部分ともうまくつながりながら、札幌

発のベンチャーを立ち上げてもらって、きちんと

図るということをやっていただけたらと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

●中川賢一委員長  以上で、水道事業会計の質

疑を終了いたします。 

 これにて、本委員会に付託されました全案件に

対する質疑を終了いたします。 

 次回は、10月29日水曜日午後１時から、討論及

び採決を行いますので、定刻までにご参集くださ

い。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後２時59分 


